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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置、ペナルティの流れ

入札公告

「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を入札参加者から提出を受けたことをもって評価 （賃金引き上げ表明は①事業年度※単位又は②暦年単位での表明）

①大企業 ３％以上 ②中小企業１．５％以上 ※①事業年度は契約を行う予定の年の４月以降に開始するもの

加算点＝加算点の合計が５％以上の整数となるよう加点の配点を設定→ 例 従来の加算点30点＋賃上げ加算点2点＝加算点合計32点 (2点/32点=6%)

適用対象 ： 令和4年1月25日に公告を行う調達案件から適用する。

加点を受けた落札者が以下の書類作成後に総務部
契約課へ提出 （賃上げの実績の確認）

入札、落札決定

落札者が賃上げ加算点で
加点なし

落札者が賃上げ加算点で
加点あり

①年度単位による賃上げ表明
法人事業概況説明書（又は税務申告の作成書類）

②年単位による賃上げ表明
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

財務省主計局法規課から通知された日から１年間

国の総合評価落札方式の調達の全てに対して加点
より大きな割合の減点（関東地方整備局（港湾空港
関係を除く）調達案件は加点に１点を加えた減点）
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賃上げ基準に達していない者

※総務部契約課から、賃上げ基準に
達していない企業に減点措置の通知

※
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■適用対象

令和４年1月25日以降に公告を行う調達案件から適用する。

■関東地方整備局の物品・役務における総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
→ 加算点の合計の５％以上の整数となるよう加点の配点を設定

①車両管理
技術評価点の合計が３００点 → 従来の技術評価点３００点の中に賃上げ加算点１５点を追加（15点/300点=5%）

②サーバ等賃貸借、システム開発・改良、保守業務、
加算点（除算式） の合計が３０点の場合 → 従来の加算点３０点＋賃上げ加算点２点とし合計３２点（2点/32点=6%）

③電気通信設備等製造、電気通信設備保守
加算点（除算式）の合計が６５点の場合 →従来の加算点６５点＋賃上げ加算点４点とし合計６９点（4点/69点=5%）

関東地方整備局における物品・役務の総合評価落札方式における賃上げを実施する企
業に対する加点措置
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